
第１回小松亀一法律事務所セミナー 

コレだけは絶対知っておこう！ 
Q&Aで学ぶ企業経営のための法律知識 

 日頃の皆様のご愛顧に感謝いたしまして、小松法律事務所では、定期的に法律セミナーを開催させていた
だきます。第１回の今回は、事業運営における未然のトラブル回避のため、また発生してしまったトラブルへ適
切な対応のため、これだけは絶対に知っておくべき基本的な法律知識をお届けします。 
 円滑な業務運営、リスクマネジメントにお役にたてる内容ですので、どうぞお誘い合わせの上ご参加ください
ませ。 

例えば… 
請負工事契約書がない工事代金請求は？  
売掛金の効果的回収方法は？ 
売掛金請求内容証明で時効中断できるか？  
取引先の払い渋りへの対処方法は？ 

セミナー内容 

連帯保証を頼まれたときの断り方は？  
社員がその部下にセクハラしたら？ 
時間外割増労働賃金を請求されない方法は？ 
資金繰りに窮して二進も三進もいかなくなったら？ 

様々な具体的事例を交え、Ｑ＆Ａ方式で判りやすく、事業運営のための最低限必要な法律知識概観を
説明します。今回は全体を網羅的に説明し、次回以降各テーマ毎に詳しいセミナーにする予定です。 

小松亀一法律事務所 仙台市青葉区一番町2丁目10番26号(旭コーポラス一番町A棟)702号室 
ＴＥＬ（022）266-8257 ＦＡＸ（022）266-8255 
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開催概要 

日時：平成２４年３月２８日（水）午後２時～５時 
１００分程度話した後、出来る限り質疑・応答の時間を取ります 
場所：小松亀一法律事務所会議室 
仙台市青葉区一番町2丁目10番26号(旭コーポラス一番町A棟)702号室 
TEL（０２２）２６６－８２５７ FAX（０２２）２６６－８２５５ 
募集定員：２７名 
 （先着順となっておりますので、お早めにお申し込みください。） 

仙台地裁 
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１．顧問先・現在事件受任中のお客さま 無料 
２．過去のお客様              ３０００円 
３．上記１．２のお客さまの紹介の方   ３０００円 
４．初めてのお客さま            ６０００円 

参加料金 

料金はセミナー当日に受領させていただきます。 

講師紹介 

昭和２６年８月５日生まれ、気仙沼市出身。 
昭和４６年東北大学法学部入学、昭和５１年同大学卒業。 
昭和５２年司法試験合格。昭和５５年４月弁護士登録、沼波義郎法律事務所勤務。 
昭和５７年５月小松亀一法律事務所開設～現在 

弁護士小松亀一 


